
特 記 仕 様 書 

 

工事期間中におけるスーパースライダーの営業について 

 

（１） 本工事は、スーパースライダーの通常営業を行いながら施工することを

基本とするが、工程内容によりやむを得ない場合は、受発注者で協議の

上、決定するものとする。 

 

 


